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社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の平成30年度事業報告並びに収支決算が６月10日理事
会・６月25日評議員会において承認されました。

事　業　報　告

地域福祉事業
①ひとりぐらし高齢者及び高齢者世帯の登録に
よる各種訪問と生活支援
　・ひとり暮らし高齢者（327名）、高齢者世
帯（149世帯）への定期的な訪問

②安心見守り牛乳事業	 【愛の基金事業】
　・牛乳宅配事業者による安否確認148名
③日常生活用具貸与事業
　・介護ベッド ･車椅子などの貸し出し
④赤い羽根共同募金地域助成事業
	 	 【共同募金配分事業】
　・地域住民が主体的に取り組む団体20団体、
総額89万円の活動資金を助成

⑤★地域福祉活動計画の策定（２ヶ年）
	 	 【栃の実基金事業】
　・計画策定の基礎となる調査を実施。（住民
意識調査アンケート2,000名、懇談会６地区、
ヒアリング調査46団体、働く世代・高校生
アンケート120件、子育てアンケート抜粋）

介護予防事業
①★一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ教
室」の開催
　・福祉センター、図書館３館　計127回　延
べ2,540名参加

②高根沢町生活支援協議会（第１層協議体）へ
の参画
　・高齢者を支える地域づくりを目的とした協
議体（話し合いの場）に参画

③★生活支援コーディネーターの配置と生活支
援サービスの構築
　・北高くらし支え合い協議体（北高根沢中学校
区）、つながる絆あくつ協議体（阿久津中学
校区）の設置と継続した協議（第２層協議体）

福祉センターの指定管理運営
①各種団体の会議室等利用
　・各部屋利用　634回　延べ6,598名使用
②福祉総合相談窓口の設置
③高齢者の福祉センターを利用したサークル活
動の促進
　・囲碁、将棋、カラオケ、民舞、手芸、３B体操サークル

ボランティア、住民活動の育成・強化活動
①ボランティア保険助成事業	【愛の基金事業】
　・ボランティア保険加入者130名、サロン保
険13サロン396名加入

②朗読ボランティアとの連携
③障がい児支援ボランティアとの連携
④志民活動サポートセンターたんたんCafe へ
の参画

　・毎月第２水曜日開催。

福祉教育事業
①高齢者と子どもの交流会	【共同募金配分事業】
　・町内７保育園にて保育園児とシニアクラブ
会員との交流

②児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
　・阿小、北小、西小で福祉学習プログラム提
案および講師の派遣

③学生ボランティア体験事業（サマーボラン
ティア）	 【共同募金配分事業】
　・中学生・高校生122名が町内福祉施設等に
てボランティア活動を実施

高齢者福祉対策事業
①地域の居場所（ふれあいいきいきサロン）設置	
	 【愛の基金事業】
②地域の居場所担い手スキルアップ講座
	 	 【愛の基金事業】
③日常生活自立（あすてらす）支援事業
　・判断能力の不十分な方への金銭管理代行、
書類等預かりサービス。10名利用。

④ひとり暮らし高齢者等布団丸洗いサービス事業
　・対象者への布団丸洗いサービスを年２回実施

心身障がい者（児）対策事業
①視力障がい者への広報等朗読テープ配布事業　
　・「広報たかねざわ」および「社協だより」
の朗読テープを作成し配布

②定期手話講習会、講習生研修の開催
	 	 【愛の基金事業】
③障がい児とボランティアとの交流事業
	 	 【共同募金配分事業】
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災害時対策事業
①訪問員による災害時要援護者調査および台帳
の管理
　・登録世帯553世帯
②在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置
　・福祉避難所開設訓練を実施

情 報 発 信
①広報誌「社協だより」の発行　５月と10月
に発行	 【共同募金配分事業】
②「広報たかねざわ」での啓発
③町内各種イベントでの啓発　
④ホームページでの啓発

募 金 活 動
①赤い羽根共同募金
②日本赤十字社会費
③町愛の基金
④社会福祉協議会費
⑤各種義援金、救援金の募集
　

援 護 事 業
①心配ごと相談所の開設
　・24回開設。相談件数23件
②生活福祉資金貸付事業
③町福祉金庫の運営
④行路人旅費貸与事業	 【愛の基金事業】
⑤火災見舞い金品の給付
⑥不要入れ歯リサイクル事業
⑦フードバンクたかねざわの運営
	 	 【共同募金配分事業】
⑧★高根沢町法律相談事業の実施
　・４回開設。相談件数19件

その他の活動
①赤十字奉仕団員活動
②善意銀行の運営
③共同募金会事業
④日本赤十字社事業
⑤在宅福祉ネットへの協力　　

資金収支計算書
収入の部 支出の部

会費収入 2,529,000 人件費支出 33,404,265
寄附金収入 1,547,753 事業費支出 6,474,704
補助金収入 16,673,777 事務費支出 4,673,475
受託金収入 24,259,697 貸付事業支出 180,000
貸付事業収入 223,600 共同募金配分金事業費 945,000
事業収入 59,000 助成金支出 535,000
受取利息配当金 1,401,306 負担金支出 131,000
その他の収入 71,450 その他の活動支出 1,450,320
前期末支払資金残高 7,811,991 計 47,793,764

計 54,577,574 差引残高（次年度繰越） 6,783,810

貸借対照表
資産の部 負債の部

勘定科目 当年度末 勘定科目 当年度末
流動資産 8,951,582 流動負債 2,167,772
　預貯金 8,951,582 　事業未払金 1,848,337
　未収補助金 0 　職員預り金 319,435
固定資産 155,913,028 固定負債 27,726,560
基本財産 1,000,000 　退職給付引当金 27,726,560
その他の固定資産 154,913,028 負債の部合計 29,894,332
　車両運搬具 1,096,854 純資産の部
　器具及び備品 105,575 基本金 1,000,000
　投資有価証券 100,000,000 基金 126,178,209
　貸付事業等貸付金 465,000 国庫補助金等特別積立金 499,000
　退職手当積立基金預け金 20,731,550 財政調整基金積立金 6,335,840
　愛の基金積立資産 26,178,209 次期繰越活動増減差額 957,229
　財政調整基金積立資産 6,335,840 純資産の部合計 134,970,278
資産の部合計 164,864,610 負債及び純資産の部合計 164,864,610

事業別収支決算
事業名 収　入 支　出 差　引

1 法人運営 28,080,961 21,453,816 6,627,145
2 高齢者ネットワーク事業 2,820,000 2,884,533 △64,533
3 布団丸洗いサービス事業 16,200 37,800 △21,600
4 地域の居場所活性化事業 472,000 467,606 4,394
5 総合相談窓口事業 414,000 584,033 △170,033
6 ボランティア保険助成事業 80,000 80,000 0
7 手話講習会事業 110,000 110,000 0
8 生活福祉資金事業 106,697 106,870 △173
9 地域福祉活動計画策定事業 350,000 350,016 △16
10 地域助成事業 900,000 890,000 10,000
11 学生ボランティア体験事業 122,026 140,116 △18,090
12 高齢者と子どもの交流会事業 165,000 145,000 20,000
13 災害援助費 55,000 55,000 0
14 広報誌発行事業 321,000 331,702 △10,702
15 障がい児交流事業 150,000 150,000 0
16 フードバンク事業 111,751 120,188 △8,437
17 災害ボランティア講座 7,000 0 7,000
18 介護予防事業 7,981,000 7,982,065 △1,065
19 心配ごと相談事業 171,881 152,315 19,566
20 要援護者調査事業 3,586,000 3,596,202 △10,202
21 福祉センター指定管理事業 1,587,112 1,297,588 289,524
22 生活支援体制整備事業 11,049,000 11,082,076 △33,076
23 元気あっぷポイント事業 0 0 0
24 法律相談事業 200,000 200,705 △705
25 福祉金庫貸付事業 324,813 180,000 144,813

小　計 59,181,441 52,397,631 6,783,810
内部取引消去額 △4,603,867 △4,603,867 0
合　計 54,577,574 47,793,764 6,783,810

決　算　報　告
単位：円



赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
　10月１日から12月31日の３ヶ月間、全国一斉
「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
　本町では、各行政区を通じた世帯募金や法人・
事業所募金、商店等での募金箱設置、各種イベン
トでの募金活動などで募金運動を行う予定です。
皆様の温かいご支援とご協力を
よろしくお願いいたします。

№ 団体種別 団 体 名 事 業 名 申請金額（円）
1

自治会

南区自治会 南区夏祭り 50,000
2 フローラルアベニュー自治会 フローラルアベニュー夏祭り 50,000
3 東町北区自治会 東町北区夏祭り 50,000
4 光陽台自治会 光陽台自治会ハイキング 50,000
5 桑窪行政区 桑窪ふるさと祭り 50,000
6

公民館
花岡東上公民館 東上芋煮会 30,000

7 柏崎公民館 どんど焼き 50,000
8 東高谷希望の会 東高谷サマーフェスティバル 50,000
9

育成会

東高谷子供育成会 どんど焼き 50,000
10 宝石台あおぞら子供会育成会 ラジオ体操と公園清掃 20,000
11 花岡西下子ども会育成会 防災の意識を高める夏休み事業 25,000
12 【新規】桑窪子ども育成会 花壇整備／花の育成 50,000
13 【新規】大谷子供会育成会 どんど焼き 30,000
14

その他

仁井田シニアクラブ しめ縄づくり 50,000
15 金井公民館花壇の会 金井公民館花壇花いっぱい運動 22,500
16 大谷ふれあい赤サロン 高齢者と子どもたちとの交流会 50,000
17 太田自主防災会 太田防災訓練 50,000

合　計 727,500

　６月14日に開催した共同募金審査委員会（社協会長、社会福祉事業関係者、地域団体代表、
寄付者代表、学識経験者で構成）において、17事業727,500円の助成決定を行いました。
　地域で集めた募金が地域を良くする様々な取り組みに活用されています。

H30年度高根沢町で集まった募金

3,048,939円

高根沢町の福祉活動に活用
（令和元年度配分事業）

合計　1,623,939円
　・高齢者と保育園児の交流事業	 151,000円
　・障がい児交流事業	 140,000円
　・地域助成事業	 900,000円
　・広報誌「社協だより」の発行	 322,939円
　・手話講習会事業	 110,000円

県内の福祉施設や県域で
活動している団体で活用

合計　1,425,000円（47%）

令和元年度　 助 成 決 定 事 業

共同募金

1世帯600円

※１世帯あたりの
　募金額は目安です。

あなたの募金は、あなたの町へ
　集まった募金の約53％は募金をいただ
いた高根沢町で使われています！残りの
47％は、栃木県内の広域的な課題を解決
するための活動に使われています。

令和元年度　赤い羽根共同募金地域助成事業　　高根沢町を良くする取り組み応援事業
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フードバンク（食品募集）

社協会費＆日本赤十字社費のご協力ありがとうございました

ご寄付いただきたい食品 ●米（新米又は古米）●缶詰・瓶詰　●インスタント・レトルト食品	
●のり・ふりかけ・お茶漬け　●乾麺 ( パスタ、うどん、そば、	
そうめん、ラーメン）　●調味料　●飲料　●菓子　など

※賞味・消費期限の表示があり、１カ月以上あるもの
（お米や調味料は状態を確認）
※未開封のもので、包装や外装、食品に破損がないもの
※常温保存可能なもの。生鮮食材、冷凍・冷蔵食品、酒類は不可。

ご家庭で眠っている食品を

「フードバンクたかねざわ」

へご寄付ください。

＜フードドライブ・寄付に関するお問合せ先＞
フードバンクたかねざわ（運営：社会福祉協議会）
☎675-4777　受付：月曜から金曜９時～ 17時（祝祭日を除く）

食の循環のしくみ 取り組み状況

食べ物に困っている方

フードバンク

寄付金
食　品

●社協窓口　　　
●フードドライブ

不足食品や寄付
で補えない種類
の食品購入など

食品寄付　156件（お米1,193㎏、食品2,866点）

食品提供　116件（お米854㎏、食品2,819点）

　一時的かつ緊急的に食糧に困っている世帯に対し、

　１ヵ月あたり平均４～５世帯に提供しています。

　令和元年６月18日（火）にテイ・エス テック株式
会社様の従業員を対象に行われた「フードドライ
ブ」によって、食糧211点
69.3㎏、寄附金31,927円
の寄付をいただきました。

平成29年４月（開設）～令和元年８月

５月の社協会員と日赤会員増強運動では、各行政区役員をはじめ

とする町民の皆さまのご協力を頂き、ありがとうございました。

実績額は下記のとおりです。

　
　　　　　　　　

　 社協会費・・・2,483,250円　4,966世帯

　　　　　　　　　　 日赤会費・・・2,529,000円　5,058世帯

社 協 会 費 の
使 　 い 　 道

町内の高齢、障がい、ひとり親世帯、青少年、ボランティアの育成など

福祉全般の活動費として使用

日本赤十字社栃木支部が行う災害救護活動・国際活動・奉仕団関係・	

国内外の活動等に使用
日 本 赤 十 字 社
会 費 の 使 い 道

日本赤十字社栃木県支部　〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6　とちぎ福祉プラザ内　☎ 028-622-4326

募集

　フードバンクたかねざわでは、賞味期限などが残っている食品をお預かりし、様々な理由で
食べ物を必要とする方に無償で提供しています。
　2017年にスタートしてから、多くの皆様のおかげにより運営をしておりますが、一部の食品
（おかず）に不足が生じています。

令和元年度実績額
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　毎年恒例のサマーボランティア事業。今年は136名の学生が活動に参加しました。

　受入に協力して下さった、町内の施設・団体・事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。

　参加されなかった学生の皆様もボランティアだけでなく、町内の取り組み、仕事について知

る機会にもなりますので、ぜひ来年度のサマーボランティアに参加してみてください。

地域の居場所づくり事業　ふれあいいきいきサロン♪

　本年度はサロン立ち上げ応援企画として「サロンお試し会」を
開催させていただける地域を募集しています。「是非ウチにも！」
と考えている地域はチャンスです！！

令和元年度 学生サマーボランティア事業の報告

　町内では14カ所の高齢者の居場所「ふれあいいきいきサロン（以下サロン）」を展開しています。

　でも「サロン」って一体何？どんなことをするの？など様々な疑問に答えます！

Q	 そもそもサロンって何？

	 お住まいの地域につくる「仲間」「健康」「いきがい」づくりの場所です。身近な場所を会場
に高齢者が集う場所を月1回程度開催していただきます。サロンを通して地域のつながりを
深めていくことで、安心して暮らせる地域づくりに繋がっています。

Q	 どんな活動をするの？

	 健康作りのための体操や講師を呼んでの講話、茶話会、歌、季節の行事など、内容はサロン
の皆様で自由に決める事ができます。

Q	 サロンをやるとどんなイイことが？

	 サロンで行われる健康体操や講話などを通じて健康への意識が高くなります。そして人と
会って楽しい時間を過ごすことが適度な刺激となり、閉じこもり防止や認知症予防にもつな
がります。また、高齢者が元気になることで地域も元気になっていきます。

Q	 開催場所は？

	 地域の公民館、集落センターなど参加される皆さんが気軽に行ける場所でしたら、どこでも
開催できます。自治会単位に一カ所あれば、身近な存在として参加者が集まりやすくなります。

Q	 サロンを始めるにはどうしたらいいの？

	 まずは私たち社会福祉協議会へご相談下さい！！
　　実施のお手伝いをさせていただきます。サロンに興味がある、もう少し詳しく知りたいなど
ございましたらお気軽に社会福祉協議会へご相談ください。

A

A

A

A

A

耳より

情 報

5たかねざわ社協だより



完成したチラシ。
内容はメンバーの
皆さんと厳選しました♪

6 たかねざわ社協だより

チラシの内容とレイア
ウトの意見を出し合っ
ています！

＂自分たちでもできる事を＂「生活支援協議体」

　協議体は、地域住民と地域にある福祉施設・団体が一緒に集まり、井戸端会議のようにワイワイガヤ
ガヤと地域で今できること、これからのことを考える集まりです。

　北高くらし支え合い協議体　　毎月第３水曜日　会場：のぞみ苑　13：30 〜　

　９月で第17回目になります。北中学校区では”た
んたん号”をもっと地域で広めていくには…をテー
マに取り組んできました。
　実際に宝積寺タクシーや地域安全課の方に来てい
ただき、質問会を行うなどし、勉強や意見交換を進め、
PRチラシの作成、配布をすることができました。

　つながる絆あくつ協議体　　毎月第２水曜日　会場：フローラりんくる　10：00 〜

　９月で第10回目になります。阿久津中学校区では、
日々の生活の中で、自分では解決が難しい困りごと
にあった時、どんな所に相談すればいいか判断が難
しい…と話が広がり、窓口でも「まずはここに連絡」
とわかりやすい一覧を作れないか検討しています。
　特に高齢者の生活課題が年々複雑化していること
もあり、当事者とその家族の助けになるような使い
やすいものを考えて進めています。

　協議体について知りたい、参加してみたい…など
気になった方は社会福祉協議会まで　☎675－4777

「高根沢町地域福祉計画・地域福祉活動計画」現在全力策定中

　町と社会福祉協議会では、平成31年を目途に「地域福祉計画」、「地域福祉活動計画」の策定を進
めています。現在は30年度に実施した調査から得られた「地域の課題」に対して、行政、社協、住
民それぞれの取り組みを検討しています。

◆住民ワーキンググループ会議の様子
　令和元年６月13日、高根沢町役場にて第６回
住民ワーキンググループ会議を開催いたしまし
た。５つのテーマ別に分かれて、「私たち住民が
できること」について話し合いました。

◆地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定に向けて
　ワーキンググループ会議ではその他にも多く
の意見が出されました。それら住民の取り組み
を社協（専門職）や行政がどう応援していくか、
現在検討を
重ねていま
す。

５つのテーマと住民ができること

①なんでも気軽に相談できるまち
　　→困っている人がいたら声をかけあえる雰

囲気をつくろう
②誰にでも活躍の場があることが普通のまち
　　→ボランティア活動に積極的に参加しよう
③いくつになっても安心安全住んで楽しいまち
　　→ご近所で見守り、声掛けをしよう
④皆が笑顔で子供を育てるまち
　　→登下校の危険個所を知っておこう
⑤みんなでつながり支え合うまち
　　→様々な世代が参加できるイベントを企画

しよう　　　　　　　　　　　　 等々

誰もが安心して暮らし続けられる町・高根沢
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健康で、明るく、安心して暮らす
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あわせ」のまちづくり

社会福祉法人 高根沢町社会福祉協議会
　　　　　　開館：₈時30分～ 17時15分
　　　　　　休館：土日祝祭日・年末年始

〒329–1225　高根沢町石末1825 福祉センター
Mail:takanezawa@takashakyo.jp
TEL:028―675―4777　FAX:028―675―6953

編　集
発　行

検索たかねざわ社協

　町民を対象とした相談会です。
　弁護士による専門的で適切な助言指導を行います。

●日時　①12月13日（金）②３月13日（金）９時30分～12時
●場所　福祉センター
●定員　５人（１人30分間程度）
●申込み	 開催日の１ヶ月前（例：①11月14日９時～）から

電話または来所にて申込み（定員になり次第終了）
●その他　予約の際に相談概要を伺います。
●申込み・問合せ先　社会福祉協議会　☎675－4777

一人で悩まず、解決に向けて、一歩踏み出してみませんか

【メンバー募集について】
　毎月広報たかねざわと、５月と10月にはたかねざわ社
協だよりを音訳し、録音したカセットテープを視覚障が
い者や高齢者に届けています。
　年齢、性別は問いません、興味のある方は一緒に活動
してみませんか？

【録音テープ配布について】
　録音テープは毎月１日までにご自宅へ直接お届けいた
します。ご利用したい方は社協までご連絡下さい。
（※テープは再利用のため、届けた際に回収いたします。）
●問合せ・利用希望について
　社会福祉協議会　☎675－4777

　社協では、ボランティア活動を安心して行っていただ
ける様にボランティア保険を用意しております。

　ボランティア活動中に「自分がケガをした」「物を壊し
てしまった」など、そうした場合に備え、ボランティア
活動保険にご加入ください。詳しくはお問合せください。

※補償期間：平成31年４月１日から令和２年３月31日

　生活上のいろいろな悩みや、相談ごとに対して相談員
（民生委員、人権擁護委員、行政相談委員）が面談により
相談をお受けしています。
【相談無料・予約不要・秘密厳守】
●開催日　毎月２回
●会　場　図書館中央館　２F会議室

●日　時：11月７日（木）13：30～ 16：30
●会　場：福祉センター
●内　容：講座、身体・知的・発達障がいの疑似体験
●対象者：町内在住又は在勤の方
●参加費：無料
●定　員：30名（先着順）
●申込先：高根沢町障害児者生活支援センターすまいる
　　　　　☎612－2751
●主　催：高根沢町障がい児者サポーター養成講座実行委員会

障がい児者サポーター養成講座

期　日（10時〜14時）

10月 ８日（火） １月 ７日（火）
24日（木） 21日（火）

11月 ５日（火） ２月 ５日（水）
20日（水） 20日（木）

12月 ５日（木） ３月 ５日（木）
20日（金） 20日（金）

相談 弁護士による無料法律相談

朗読ボランティア「みすず会」

ボランティア保険

年　間

保険料

基本タイプ ３５０円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

５００円

　買い物や調理が困難な高齢者の、
栄養改善や健康の維持・改善を目
的とした「見守り配食サービス」
を開始しました。

●対象者
　65歳以上の一人暮らしや高齢者や65歳以上のみの世
帯で、次の①または②に該当する人
　①要支援・要介護状態により買い物や調理が困難で、
食事に関する支援が必要と認められた人
　②生活機能が低下し、低栄養状態の恐れがある人（地
域包括支援センターにおけるチェックリスト該当者）
●利用回数　週３回まで（昼食のみ）
●費用　１食300円
●申込み・問合せ先　社会福祉協議会　☎675－5566

「高根沢町見守り配食サービス」始まりました

栄養と笑顔お届けします

心配ごと相談所案内（10月〜３月）


